
 四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス

事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  平成３０年１０月１日  

四日市市長  森  智 広  

四日市市規則第６１号  

四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス

事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則  

 四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業

所の指定等に関する規則（平成１８年四日市市規則第５０号）の一部を次のように改

正する。  

 

改正後 改正前 

（情報の提供） （情報の提供） 

第６条 市長は、前４条の規定による指

定、指定の更新又は届出の受理（以下

この条において「指定等」という。）

をしたときは、三重県、三重県国民健

康保険団体連合会その他の機関に対し

て、当該指定等に係る事業所に関する

情報のうち、次に掲げる事項を提供す

ることができる。 

第６条 市長は、前４条の規定による指

定、指定の更新又は届出の受理（以下

この条において「指定等」という。）

をしたときは、三重県、三重県国民健

康保険団体連合会その他の機関に対し

て、当該指定等に係る事業所に関する

情報のうち、次に掲げる事項を提供す

ることができる。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

 (8) 役員の氏名、生年月日及び住所 

  

（公示） 

第７条 法第７８条の１１及び第１１５

条の２０の規定による公示は、法第７

８条の１１各号及び第１１５条の２０

各号の措置に係る事業所に関する次に

掲げる事項について行うものとする。 

（公示） 

第７条 法第７８条の１１及び第１１５

条の２０の規定による公示は、法第７

８条の１１各号及び第１１５条の２０

各号の措置に係る事業所に関する次に

掲げる事項について行うものとする。 



 (1)及び(2) （略） 

(3) 当該事業所の指定の申請者、主た

る事務所の所在地並びに代表者の氏

名 

 (1)及び(2) （略） 

(3) 当該事業所の指定の申請者、主た

る事務所の所在地並びに代表者の氏

名及び住所 

(4)及び(5) （略） (4)及び(5) （略） 

 

第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 



  





 



第４号様式を次のように改める。 



 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定

地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に基づいて作成し

た申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

（健康福祉部介護・高齢福祉課） 


